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   特別支援教育就学奨励費補助事業実施要領の一部を改正する要     

領  

 

 特別支援教育就学奨励費補助事業実施要領（昭和 56年４月１日施行）の一

部を次のように改正する。  

 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた部分については、対応する説明の

欄に掲げる改正を行い、改正後の欄の下線が引かれた部分とする。  

 次の表中、改正後の欄にのみ下線が引かれた部分については、それぞれ対

応する説明の欄に掲げる改正を行う。  

 

改正前  改正後  説明  

２  目的及び根拠法令  

次に掲げる法令の規定に基

づき、特別支援教育振興策の

一環として、武蔵野市立の小

学校及び中学校（以下「市立

小中学校」という。）の特別

支援学級等（武蔵野市立学校

特別支援学級等に関する規則

（平成 29年３月武蔵野市教育

委員会規則第２号）第２条第

３号に規定する特別支援学級

等をいう。以下同じ。）にお

いて指導を受ける児童生徒に

対して、その就学の特殊事情

から保護者の経済的負担を軽

減するための補助事業として

実施する。  

これは、特別支援教育就学

奨励費補助金に基づく教育費

補助として取り扱い、市町村

が実施する場合は、経費の１

／２等を国庫補助とする事業

である。  

 (1)から (3)まで  （略）  

 

２  目的及び根拠法令  

次に掲げる法令の規定に基

づき、特別支援教育振興策の

一環として、武蔵野市立の小

学校及び中学校（以下「市立

小中学校」という。）の特別

支援学級等（武蔵野市立学校

特別支援学級等に関する規則

（平成 29年３月武蔵野市教育

委員会規則第２号）第２条第

４号に規定する特別支援学級

等をいう。以下同じ。）にお

いて指導を受ける児童生徒に

対して、その就学の特殊事情

から保護者の経済的負担を軽

減するための補助事業として

実施する。  

これは、特別支援教育就学

奨励費補助金に基づく教育費

補助として取り扱い、市町村

が実施する場合は、経費の２

分の１等を国庫補助とする事

業である。  

 (1)から (3)まで  （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正  
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４  補助の対象となる経費の範

囲及び支給額  

 (1) 学校給食費  支給対象者

に係る児童生徒の学校給食

に係る費用のうち委員会が

認めるものの１／２支給  

 (2)から (4)まで  （略）  

 (5) 移動教室費及び修学旅行

費  実 費 （ 交 通 費 、 宿 泊

費、見学料、食費（班別行

動及び自由行動中の食費を

除く。）その他支給対象者

が均等に負担する金額をい

う。）の１／２支給  

 

 

 (6) （略）  

 (7) 校外活動費（宿泊を伴わ

ないものに限る。）  実費

（交通費、見学料その他支

給対象者が均等に負担する

金額をいう。）の１／２支

給  

 (8) 校外活動費（宿泊を伴う

ものに限る。）  実費（交

通費、宿泊料、見学料その

他支給対象者が均等に負担

する金額をいう。）の１／

２支給  

 (9) （略）  

 (10) 体育実技用具費  体育の

授業において使用する体育

実技用具のうち、小学校に

あってはスキー又はスケー

ト、中学校にあってはスキ

ー、スケート、柔道着又は

４  補助の対象となる経費の範

囲及び支給額  

 (1) 学校給食費  支給対象者

に係る児童生徒の学校給食

に係る費用のうち委員会が

認めるものの２分の１支給  

 (2)から (4)まで  （略）  

 (5) 移動教室費及び修学旅行

費  実 費 （ 交 通 費 、 宿 泊

費、見学料、食費（班別行

動及び自由行動中の食費を

除く。）その他支給対象者

が均等に負担する金額をい

う。）の２分の１支給。た

だし、 50,000円を上限とす

る。  

 (6) （略）  

 (7) 校外活動費（宿泊を伴わ

ないものに限る。）  実費

（交通費、見学料その他支

給対象者が均等に負担する

金額をいう。）の２分の１

支給  

 (8) 校外活動費（宿泊を伴う

ものに限る。）  実費（交

通費、宿泊料、見学料その

他支給対象者が均等に負担

する金額をいう。）の２分

の１支給  

 (9) （略）  

 (10) 体育実技用具費  体育の

授業において使用する体育

実技用具のうち、小学校に

あってはスキー又はスケー

ト、中学校にあってはスキ

ー、スケート、柔道着又は

 

 

 

 

 

字句の改正  

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正及び

ただし書の追加  

 

 

 

 

 

 

字句の改正  

 

 

 

 

 

字句の改正  
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剣道の防具一式に要する経

費として支給対象者が負担

した金額のうち、委員会が

必要と認めるものの１／２

支給  

 ※から※まで  （略）  

 

 

剣道の防具一式に要する経

費として支給対象者が負担

した金額のうち、委員会が

必要と認めるものの２分の

１支給  

 ※から※まで  （略）  

 ※  (7)及び (8)の経費の支給額

の 合 計 は 、 50,000円 を 上

限とする。  

 

 

 

字句の改正  

 

 

※の追加  

   付  則  

 この要領は、令和８年４月１日から施行する。  

 


